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188

５.基層及び表層の規定
（３）受注者は、舗設に先立って、（１）号で決定した場合の混合物について混合所
で試験練りを行わなければならない。試験練りの結果が表２－26に示す基礎値と照合
して基準値を満足しない場合には、骨材粒度またはアスファルト量の修正を行わなけ
ればならない。ただし、これまでに製造実績のある混合物の場合には、これまでの実
績（過去１年以内にプラントから生産され使用した）または定期試験による試験練り
結果報告書を監督職員が承諾した場合に限り、試験練りを省略することができる。

3-87

5.基層及び表層の規定
（3）受注者は、舗設に先立って、（1）号で決定した場合の混合物について混合所
で試験練りを行わなければならない。試験練りの結果が表3-2-24に示す基礎値と照
合して基準値を満足しない場合には、骨材粒度またはアスファルト量の修正を行わ
なければならない。ただし、これまでに製造実績のある混合物の場合には、これま
での実績（過去1年以内にプラントから生産され使用した）または定期試験による
試験練り結果報告書を監督職員が承諾した場合に限り、試験練りを省略することが
できる。

表番号の改正

378

２.適用規定
受注者は、法面の施工にあたって、「道路土工―のり面工・斜面安定工指針 ３設計
と施工」（日本道路協会、平成21年６月）、「のり枠工の設計・施工指針第５章施
工」（全国特定法面保護協会、平成15年３月）、「グラウンドアンカー設計・施工基
準、同解説第７章施工」（地盤工学会、平成12年３月）の規定による。これ以外の施
工方法による場合は、施工前に設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならな
い。

8-2

2.適用規定
受注者は、法面の施工にあたって、「道路土工―のり面工・斜面安定工指針 3設計
と施工」（日本道路協会、平成21年6月）、「のり枠工の設計・施工指針第5章施
工」（全国特定法面保護協会、平成18年11月）、「グラウンドアンカー設計・施工
基準、同解説第7章施工」（地盤工学会、平成24年5月）の規定による。これ以外の
施工方法による場合は、施工前に設計図書に関して監督職員の承諾を得なければな
らない。

対象基準の改定

390
第２節 適用すべき諸基準
地盤工学会 グラウンドアンカー設計・施工基準・同解説 （平成12年３月）

8-14
第2節 適用すべき諸基準
地盤工学会 グラウンドアンカー設計・施工基準・同解説 （平成24年5月）

対象基準の改定

520

（２）室内配合
① 受注者は、リミックス方式の場合、設計図書に示す配合比率で再生表層混合物を
作製しマーシャル安定度試験を行い、その品質が第３編２－６－３アスファルト舗装
の材料、表２－22マーシャル安定度試験基準値を満たしていることを確認し、施工前
に設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。ただし、これまでの実績
がある場合で、設計図書に示す配合比率の再生表層混合物が基準を満足し、施工前に
監督職員が承諾した場合は、マーシャル安定度試験を省略することができるものとす
る。

10-99

（2）室内配合
① 受注者は、リミックス方式の場合、設計図書に示す配合比率で再生表層混合物
を作製しマーシャル安定度試験を行い、その品質が第3編3-2-6-3アスファルト舗装
の材料、表3-2-24マーシャル安定度試験基準値を満たしていることを確認し、施工
前に設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。ただし、これまでの
実績がある場合で、設計図書に示す配合比率の再生表層混合物が基準を満足し、施
工前に監督職員が承諾した場合は、マーシャル安定度試験を省略することができる
ものとする。

表番号の改正

520

（３）現場配合
受注者は、リペーブ方式による新設アスファルト混合物を除き、再生表層混合物の最
初の１日の舗設状況を観察する一方、その混合物についてマーシャル安定度試験を行
い、第３編２－６－３アスファルト舗装の材料、表２－22マーシャル安定度試験基準
値に示す基準値と照合しなければならない。もし基準値を満足しない場合には、骨材
粒度またはアスファルト量の修正を行い、設計図書に関して監督職員の承諾を得て最
終的な配合（現場配合）を決定しなければならない。リペーブ方式における新規アス
ファルト混合物の現場配合は、第３編２－６－３アスファルト舗装
の材料の該当する項により決定しなければならない。

10-99

（3）現場配合
受注者は、リペーブ方式による新設アスファルト混合物を除き、再生表層混合物の
最初の1日の舗設状況を観察する一方、その混合物についてマーシャル安定度試験
を行い、第3編3-2-6-3アスファルト舗装の材料、表3-2-24マーシャル安定度試験基
準値に示す基準値と照合しなければならない。もし基準値を満足しない場合には、
骨材粒度またはアスファルト量の修正を行い、設計図書に関して監督職員の承諾を
得て最終的な配合（現場配合）を決定しなければならない。リペーブ方式における
新規アスファルト混合物の現場配合は、第3編3-2-6-3アスファルト舗装の材料の該
当する項により決定しなければならない。

表番号の改正
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